
中津川市規則第１５号 

 

中津川市埋立て等の規制に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、中津川市埋立て等の規制に関する条例（平成２０年中津

川市条例第１７号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（環境基準） 

第２条 条例第６条の環境基準は、別表に掲げる項目に応じ、当該基準値の欄

に定めるとおりとする。 

２ 環境基準への適合の状況については、別表に掲げる項目ごとに、当該項目

に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所

において試料を採取し、それぞれ同表測定方法の欄に掲げる方法により測定

した測定値により判定するものとする。 

（公共的団体の範囲） 

第３条 条例第９条第１号の規則で定める公共的団体は、次の各号に掲げるも

のとする。 

（１） 地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）に基づき設立された地

方道路公社 

（２） 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１

０条第１項の規定により設立された土地開発公社 

（３） 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１０条第１項の規定に

より認可された土地改良区 

（条例第９条第３号の規則で定める埋立て等） 

第４条 条例第９条第３号の規則で定める埋立て等は、次の各号に掲げるもの

とする。 

（１） 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て等 

（２） 植樹の用に供する目的で行う埋立て等 

（３） 運動場、駐車場その他本来の機能を維持する目的で行う埋立て等 

（４） 製品の販売を目的として行う埋立て等 

（許可の申請） 

第５条 条例第１０条に規定する申請書は、特定事業許可申請書（別記第１号

様式）とする。 

２ 条例第１０条の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 
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（１） 申請者の住民票の写し（申請者が法人の場合にあっては、登記事項

証明書） 

（２） 特定事業区域の位置図及び付近の見取図 

（３） 特定事業区域の平面図及び断面図（特定事業の施行の前後の構造が

確認できるものに限る。） 

（４） 特定事業区域の土地の登記事項証明書（申請者が当該土地の所有者

でない場合にあっては、当該土地の登記事項証明書及び使用権原を証する

書類）及び公図の写し 

（５） 特定事業区域の面積を実測した求積図及び求積表 

（６） 特定事業に供される土砂等の予定容量の計算書 

（７） その他市長が必要と認める書類 

（変更の許可の申請等） 

第６条 条例第１２条第２項に規定する申請書は、特定事業変更許可申請書（別

記第２号様式）とする。 

２ 条例第１２条第２項の規則で定める書類は、前条第２項各号に掲げる書類

のうち当該変更に係るものとする。 

（特定事業の着手の届出） 

第７条 条例第１４条の規定による届出は、特定事業に着手した日から起算し

て１０日以内に、特定事業着手届（別記第３号様式）を提出して行わなけれ

ばならない。 

（土砂等の搬入の届出） 

第８条 条例第１５条の規定による届出は、土砂等の量が３，０００立方メー

トルまでごとに、土砂等搬入届（別記第４号様式）を提出して行わなければ

ならない。 

２ 条例第１５条第１項に規定する当該土砂等が当該採取等場所において採取

等が行われたものであることを証する書面は、当該土砂等の採取等場所の責

任者が発行した土砂等採取等元証明書（別記第５号様式）とする。 

３ 条例第１５条第２項に規定する当該土砂等が環境基準に適合していること

を証する書面は、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書（別記第

６号様式）及び土壌分析（濃度）結果証明書（計量法（平成４年法律第５１

号）第１０７条の規定による登録を受けた者が発行したものに限る。以下同

じ。）とする。 

４ 前項の搬入しようとする土砂等に係る土壌分析（濃度）結果証明書を作成

するために行う当該土砂等の土壌分析は、それぞれ別表に掲げる項目ごとに、

同表測定方法の欄に掲げる方法により行わなければならない。 

（帳簿への記載） 
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第９条  条例第１７条の規定による帳簿の記載は、埋立て等施行管理台帳（別

記第７号様式）に採取等場所ごとに毎日行わなければならない。 

 

２ 条例第１７条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 特定事業の許可を受けた者の氏名又は名称 

（２） 特定事業に供される土砂等の量 

（３） 特定事業の施行の現場を管理する者の氏名 

（４） 特定事業に供される土砂等の採取等場所並びに当該採取等場所の事

業者の氏名又は名称及び住所又は所在地 

（５） 特定事業に供される土砂等の発生又は採取等に係る工事の内容 

 （６） 特定事業に供される土砂等の搬入の日付 

 （７） 特定事業に供される土砂等の日ごとの搬入量 

（標識） 

第１０条 条例第１９条第１項に規定する標識の様式は、埋立て等に関する標

識（別記第８号様式）とする。 

２ 条例第１９条第１項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１） 特定事業の許可年月日及び許可番号 

（２） 特定事業の目的 

（３） 特定事業区域の所在地 

（４） 特定事業を行う者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに連絡先 

（５） 特定事業の現場を管理する者の氏名 

（６） 特定事業の許可期間 

（７） 特定事業区域の面積 

（８） 特定事業に供される土砂等の搬入予定量 

（９） 特定事業区域の見取図 

（特定事業の完了等に係る届出） 

第１１条 条例第２２条第１項の規定による届出は、特定事業を完了し、廃止

し、又は休止した日から起算して１０日以内に、特定事業完了届（別記第９

号様式）又は特定事業廃止（休止）届（別記第１０号様式）を提出して行わ

なければならない。 

２ 条例第２２条第２項の規定による土壌検査は、次の各号に掲げる方法によ

り行わなければならない。 

（１） 土壌検査は、特定事業区域を５００平方メートル以内の区域に等分

して行うこと。 

（２） 土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区

分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる二直線上
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の当該中央地点から５メートルから１０メートルまでの四地点（当該地点

がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる二直線上の当該中

央地点と当該区域の境界との中間の４地点）の土壌について行うこと。 

（３） 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において

等量とし、採取後、第１号の規定により区分された区域ごとに混合し、そ

れぞれの区域ごとに一試料とすること。 

（４） 土壌検査は、前号の規定により作成された試料について、それぞれ

別表に掲げる項目ごとに、同表測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。 

３ 条例第２２条第２項の規定による届出は、市長が指定する日までに、次の

各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。 

（１） 土壌検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真 

（２） 前条の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び土壌分

析（濃度）結果証明書 

（地位の承継の届出） 

第１２条 条例第２３条第２項の規定による届出は、特定事業承継届（別記第

１１号様式）を提出して行わなければならない。 

（身分を示す証明書） 

第１３条 条例第２８条第２項に規定する証明書は、身分証明書（別記第１２

号様式）とする。 

 

附 則 

この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11124/houkishu/41890210020800000000/41890210020800000000/41890210020800000000_j.html#JUMP_SEQ_113#JUMP_SEQ_113
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('41890101004700000000','41890101004700000000',%20'117')
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('41890101004700000000','41890101004700000000',%20'122')
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11124/houkishu/41890210020800000000/41890210020800000000/41890210020800000000_j.html#JUMP_SEQ_184#JUMP_SEQ_184
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11124/houkishu/41890210020800000000/41890210020800000000/41890210020800000000_j.html#JUMP_SEQ_184#JUMP_SEQ_184
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('41890101004700000000','41890101004700000000',%20'141')
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11124/houkishu/41890210020800000000/41890210020800000000/41890210020800000000_j.html#JUMP_SEQ_186#JUMP_SEQ_186
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11124/houkishu/41890210020800000000/41890210020800000000/41890210020800000000_j.html#JUMP_SEQ_186#JUMP_SEQ_186


 

別表（第２条、第８条、第１１条関係） 

項目 基準値 測定方法 

カドミウ

ム 

検液１Ｌにつき０．００３ｍ

ｇ以下であること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものに

あっては、日本産業規格Ｋ０１０２（以下「規

格」という。）の５５．２、５５．３又は５５．

４に定める方法 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

規格３８に定める方法（規格３８．１．１及び

３８の備考１１に定める方法を除く。）又は昭和

４６年環境庁告示第５９号付表１に掲げる方法 

有機燐
りん

 検液中に検出されないこと。 

昭和４９年環境庁告示第６４号付表１に掲げる

方法又は規格３１．１に定める方法のうちガス

クロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトン

にあっては、昭和４９年９月環境庁告示第６４

号付表２に掲げる方法） 

鉛 
検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ

以下であること。 

規格５４に定める方法 

六価クロ

ム 

検液１Ｌにつき０．０５ｍｇ

以下であること。 

規格６５．２（規格６５．２．７を除く。）に定

める方法（ただし、規格６５．２．６に定める

方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場

合にあっては、日本産業規格Ｋ０１７０－７の

７のａ）又はｂ）に定める操作を行うものとす

る。） 

砒
ひ

素 

検液１Ⅼにつき０．０１ｍｇ

以下であり、かつ、農用地（田

に限る。）においては、土壌１

ｋｇにつき１５ｍｇ未満であ

ること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものに

あっては、規格６１に定める方法、農用地に係

るものにあっては、昭和５０年総理府令第３１

号に定める方法 

総水銀 検液１Ｌにつき０．０００５ 昭和４６年環境庁告示第５９号付表２に掲げる



ｍｇ以下であること。 方法 

アルキル

水銀 
検液中に検出されないこと。 

昭和４６年環境庁告示第５９号付表３及び昭和

４９年環境庁告示第６４号付表３に掲げる方法 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 
昭和４６年環境庁告示第５９号付表４に掲げる

方法 

銅 

農用地（田に限る。）において、

土壌１ｋｇにつき１２５ｍｇ

未満であること。 

昭和４７年総理府令第６６号に定める方法 

ジクロロ

メタン 

検液１Ｌにつき０．０２ｍｇ

以下であること。 

日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は

５．３．２に定める方法 

四塩化炭

素 

検液１Ｌにつき０．００２ｍ

ｇ以下であること。 

日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．

３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 

クロロエ

チレン 

（別名塩

化ビニル

又は塩化

ビニルモ

ノマー） 

検液１Ｌにつき０．００２ｍ

ｇ以下であること。 

平成９年環境庁告示第１０号付表に掲げる方法 

１，２－

ジクロロ

エタン 

検液１Ｌにつき０．００４ｍ

ｇ以下であること。 

日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．

３．１又は５．３．２に定める方法 

１，１－

ジクロロ

エチレン 

検液１Ｌにつき０．１ｍｇ以

下であること。 

日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は

５．３．２に定める方法 

１，２－

ジクロロ

エチレン 

検液１Ｌにつき０．０４ｍｇ

以下であること。 

シス体にあっては日本産業規格Ｋ０１２５の

５．１、５．２又は５．３．２に定める方法、

トランス体にあっては日本産業規格Ｋ０１２５

の５．１、５．２又は５．３．１に定める方法 



１，１，

１－トリ

クロロエ

タン 

検液１Ｌにつき１ｍｇ以下で

あること。 

日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．

３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 

１，１，

２－トリ

クロロエ

タン 

検液１Ｌにつき０．００６ｍ

ｇ以下であること。 

日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．

３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 

トリクロ

ロエチレ

ン 

検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ

以下であること。 

日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．

３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 

テトラク

ロロエチ

レン 

検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ

以下であること。 

日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．

３．１、５．４．１又は５．５に定める方法 

１，３－

ジクロロ

プロペン 

検液１Ｌにつき０．００２ｍ

ｇ以下であること。 

日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は

５．３．１に定める方法 

チウラム 
検液１Ｌにつき０．００６ｍ

ｇ以下であること。 

昭和４６年環境庁告示第５９号付表５に掲げる

方法 

シマジン 
検液１Ｌにつき０．００３ｍ

ｇ以下であること。 

昭和４６年環境庁告示第５９号付表６の第１又

は第２に掲げる方法 

チオベン

カルブ 

検液１Ｌにつき０．０２ｍｇ

以下であること。 

昭和４６年環境庁告示第５９号付表６の第１又

は第２に掲げる方法 

ベンゼン 
検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ

以下であること。 

日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は

５．３．２に定める方法 

セレン 
検液１Ｌにつき０．０１ｍｇ

以下であること。 

規格６７．２、６７．３又は６７．４に定める

方法 

ふっ素 検液１Ｌにつき０．８ｍｇ以 規格３４．１（規格３４の備考１を除く。）若し



下であること。 くは３４．４（妨害となる物質としてハロゲン

化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試

料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液と

して、水約２００ｍｌに硫酸１０ｍｌ、りん酸

６０ｍｌ及び塩化ナトリウム１０ｇを溶かした

溶液とグリセリン２５０ｍｌを混合し、水を加

えて１，０００ｍｌとしたものを用い、日本産

業規格Ｋ０１７０ー６の６図２注記のアルミニ

ウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又

は規格３４．１．１ｃ）（注(２)第３文及び規格

３４の備考１を除く。）に定める方法（懸濁物質

及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質

が共存しないことを確認した場合にあっては、

これを省略することができる。）及び昭和４６年

環境庁告示第５９号付表７に掲げる方法 

ほう素 
検液１Ｌにつき１ｍｇ以下で

あること。 

規格４７．１、４７．３又は４７．４に定める

方法 

１，４－

ジオキサ

ン 

検液１Ｌにつき０．０５ｍｇ

以下であること。 

昭和４６年環境庁告示第５９号付表８に掲げる

方法 

備考 

１ 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成３年環境庁告示第４６号別表の

付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合

において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂」と読み替えるものとする。 

２ 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により

測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

３ 有機燐
りん

とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

４ １，２－ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は

５．３．２より測定されたシス体の濃度と日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又

は５．３．１により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

 

 



第 1号様式（第５条関係） 

 

            特 定 事 業 許 可 申 請 書 

                                              

年   月   日 

 

  中津川市長  様 

                     申請者 

                      住所 

 

氏名              

 

電話番号 

 

 中津川市埋立て等の規制に関する条例第９条の規定により、特定事業の許可を受けた

いので、同条例第１０条第１項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

特定事業区域の 

位置及び面積 

特定事業区域の位置（所在地） 

 

 

特定事業区域の面積 

 

      平方メートル 

特定事業の施行を管理する事務

所の所在地 

 

  （電話番号） 

特定事業の目的 別添のとおり 

特定事業の施行期間及び特定事

業に供される土砂等の量 

  年  月  日から  年  月  日まで 

                立方メートル 

特定事業に供される土砂等の採

取場所並びに当該採取場所から

の搬入予定量及び搬入計画 

別添のとおり 

土地所有者の特定事業の施行に

対する同意 

土地所有者 

   氏名                

 

 

 



第２号様式（第６条関係） 

 

            特 定 事 業 変 更 許 可 申 請 書 

 

                             年   月   日 

  中津川市長  様 

                     申請者 

                      住所 

 

 氏名              

 

電話番号 

 

  特定事業の許可を受けた事項について変更の許可を受けたいので、中津川市埋立て

等の規制に関する条例第１２条第２項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申

請します。 

１ 許可年月日（許可番号） 

             年  月  日 （第   号） 

２ 変更内容 

区  分 変  更  前 変  更  後 

変更の内容 
 

 

 

 

変更の理由 
 

 

土地所有者の

特定事業変更

に対する同意 

 

土地所有者 

     氏名                    

添付書類（変更内容に該当する場合） 

１ 特定事業区域の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の図面並びに特定事業区域

及びその付近の状況を示す見取図 

２ 特定事業区域の平面図及び断面図（特定事業の施行の前後の現況が確認できるもの） 

３ 特定事業区域の土地の登記事項証明書（申請者が当該土地の所有者でない場合にあ

っては、当該土地の登記事項証明書及び使用権限を証する書類）及び公図の写し 

 

 

 



第３号様式（第７条関係） 

 

 

              特 定 事 業 着 手 届 

 

                                              

年   月   日 

 

  中津川市長  様 

                     届出者 

                      住所 

 

 氏名              

 

電話番号 

 

  特定事業に着手したので、中津川市埋立て等の規制に関する条例第１４条の規定に

より、次のとおり届け出ます。 

 

 

添付書類 

〇着手前の特定事業区域の写真 

 

 

 

 

 

許可年月日（許可番号）        年  月  日 （第   号） 

着手年月日        年  月  日 

土砂等搬入届の提出年月日（予定）        年  月  日 



第４号様式（第８条関係） 

 

 

               土 砂 等 搬 入 届 

 

                                              

年   月   日 

  中津川市長  様 

                     届出者 

                      住所 

 

        氏名              

 

電話番号 

 

  土砂等を搬入したいので、中津川市埋立て等の規制に関する条例第１５条の規定に

より、次のとおり届け出します。 

許可年月日（許可番号）     年  月  日 （第    号） 

土砂等の採取場所の所在地、事

業者名、責任者の氏名及び電話

番号 

所 在 地： 

事業者名： 

責任者名： 

電話番号： 

土砂等の搬入予定量 

当該採取場所からの搬入予定量 

                立方メートル 

（うち今回の搬入予定量     立方メートル） 

土砂等の搬入期間   年  月  日から  年  月  日まで 

添付書類 

１ 土砂等採取元証明書（別記第５号様式） 

２ 検査試料採取調書（別記第６号様式）及び土質分析結果証明書。ただし、搬入し

ようとする土砂等に、製造された物若しくは加工された物又はこれらの物に付着

し、若しくはこれらの物と混合していた物を含むときに限る。 

 

 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

 

         土 砂 等 採 取 等 元 証 明 書 

 

                             年   月   日 

          様 

             採取等元（発生元）事業者 

               住所 

               事業者名 

代表者又は現場責任者             

                電話番号 

 

搬出する土砂等が次の工事現場から採取等（発生）された土砂であることを証明します。 

土砂等の採取等場所の所在

地 

 

土砂等が建設工事等により

発生した場合にあっては、

建設工事等の概要 

工事名  

発注者 

氏名： 

住所： 

電話番号： 

工事施行期間 

 

     年   月   日から 

     年   月   日まで 

当該特定事業区域への土砂

等の搬入予定量 
                    立方メートル 

今回の証明に係る土砂等の

量 
                    立方メートル 

当該特定事業区域への土砂

等の搬入期間 
年  月  日から    年  月  日まで 

発生土砂等の土壌分析結果

証明書の有無 
        有        無 

証明に係る土砂等の運搬事

業者名、住所及び電話番号 

運搬事業者名： 

住所： 

電話番号： 

 

 

 



第６号様式（第８条、第１１条関係） 

 

 

            検 査 試 料 採 取 調 書 

 

                             年   月   日 

 中津川市長  様 

 

                 採取者 

                  住所 

 

                  事業者名 

 

 氏名                  

 

電話番号 

 

  検査試料を次のとおり採取しましたので報告します。 

 

 

 

 

 

採取した試料の検査の結果を証明

する書面に記載された発行番号等 
 

報告区分 搬入 ・ 廃止 ・ 完了 

採取年月日       年   月   日 

土壌分析の場合の採取深度  

土壌分析結果証明書 別紙のとおり 



第７号様式 

（第９条関係） 

 

                  

             埋立て等施行管理台帳（      年   月分） 

特定事業許可事業者名 
特定事業に供される土砂等の量 

       （㎥） 

特定事業の現場を管理する責

任者の氏名 

 

 

  

 

土砂等の採取場所 

土砂等の採取場所の事業者の

氏名（法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名）及び

住所 

土砂等の採取場所

に係る工事等の内

容 

土砂等の採取場

所に係る工事等

の責任者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 付 
土砂等の１日当たりの搬入量

（㎥） 
備     考 

前月累計   

１   

２   

３   

４   

５   

６   

７   

８   

９   

１０   

１１   

１２   

１３   

１４   

１５   



１６   

１７   

１８   

１９   

２０   

２１   

２２   

２３   

２４   

２５   

２６   

２７   

２８   

２９   

３０   

３１   

計   

累計   

注 １ この埋立て等管理台帳は、採取場所ごとに作成し、土砂等の搬入過程を１日ご

とに記入すること。 

２ 備考欄には、土砂等搬入届出年月日等を記入すること。 

  ３ 各欄に記入しきれない場合は、この様式に準じて別紙に記入し、添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式 

（第１０条関係） 

 

 

 

         埋 立 て 等 に 関 す る 標 識 

 

 

     

埋立て等に関する標識 

事業の許可番号等        年   月   日  第     号 

事業の目的  

事業の所在地  

事業者の氏名、住所、連

絡先 

 

氏名 

住所 

連絡先 

現場管理者の氏名  

事業の許可期間     年  月  日から    年  月  日まで 

事業区域の面積 

 

 

 

事業区域の見取図 

埋立て等に供される土

砂等の搬入予定量 

 

 

注 １ 標識の横の長さは、１２０センチメートル以上、縦の長さは、９０センチメー

トル以上とする。 

  ２ 標識は地表から５０センチメートル以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１１条関係） 

 

 

             特 定 事 業 完 了 届 

 

                             年   月   日 

 

  中津川市長  様 

              届出者 

               住所 

 

 氏名                     

                            

電話番号 

 

  特定事業が完了したので、中津川市埋立て等の規制に関する条例第２２条第１項の

規定により、次のとおり届け出ます。 

 

 

添付書類 

〇完了後の特定事業区域の写真 

 

 

 

 

 

 

許可年月日（許可番号）       年  月  日 （第    号） 

完了年月日       年  月  日 

完了した特定事業区域の構造 別添図面のとおり 



第１０号様式（第１１条関係） 

 

          特 定 事 業 廃 止 （ 休 止 ） 届 

 

                             年   月   日 

 

  中津川市長  様 

             届出者 

              住所 

 

氏名                      

 

電話番号 

 

  特定事業を廃止（休止）したので、中津川市埋立て等の規制に関する条例第２２条

第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

注 不要な文字は、抹消すること。 

 

 

 

 

許可年月日 

（許可番号） 
       年   月   日  （第     号） 

許可の期間 

廃止（休止）年月

日 

許可の期間   年  月  日から   年  月  日まで 

廃止（休止）年月日      年  月  日 

休止の期間       年  月  日から     年  月  日まで 

土砂等の搬入計画

量及び搬入実績 

搬入計画量：              立方メートル 

搬入実績量：              立方メートル 

特定事業区域の構

造 
別添図面のとおり 



第１１号様式（第１２条関係） 

 

             特 定 事 業 承 継 届 

 

                             年   月   日 

 

  中津川市長  様 

               届出者 

                住所 

 

氏名                    

 

電話番号 

 

  中津川市埋立て等の規制に関する条例第９条の許可を受けた者の地位を継承した

ので、同条例第２３条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

 

 

許可年月日 

（許可番号） 
       年   月   日  （第     号） 

承継前の事業者 

住所 

 

氏名 

 

承継年月日        年   月   日 

承継の理由  

添付書類 

１ 地位を承継した事実を証する書面 

２ 地位を承継した者の住民票の写し（法人にあっては登記事項証明書） 



第１２号様式 

（第１３条関係） 

 

 

                 （表） 

 

             身分証明書 

                                 

第       号 

                        所属 

                        氏名 

 

  上記の者は、中津川市埋立て等の規制に関する条例第２８条第１項の

規定により立入検査を行う者であることを証明する。 

 

    年   月   日発行 

                中津川市長          印 

 

 

                 （裏） 

 

         中津川市埋立て等の規制に関する条例抜粋 

（立入検査） 

第２８条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、

埋立て等を行う者の事務所若しくは事業場又は埋立て等をしようとする

場所若しくは埋立て等をした場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件

を検査させ、関係者に質問させ、又は検査の用に供するのに必要な限度

において土砂等を無償で収去させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解釈してはならない。 

   注 身分証明書の大きさは、横１２センチメートル・縦８センチメートルとする。 

 


